
 

 

 

 

 

グループホーム横浜汲沢・彩り 

認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

運営規程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社横浜メディカルケア 

 

 

 



 1 

第１条 (事業の目的) 

株式会社横浜メディカルケアが開設するグループホーム横浜汲沢・彩り（以下、「事業所」 

という。）が行う認知症対応型共同生活介護事業及び介護予防認知症対応型共同生活介護事 

業（以下、「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項 

を定め、要介護者又は要支援２の者（以下、「要介護者等」という。）であって認知症である 

もの（認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）に対し、事業所 

の介護従業者（以下「従業者」という。）が、当該共同生活住居において、家庭的な環境と 

地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話又は支援及び 

機能訓練等の適切な認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 

（以下、「認知症対応型共同生活介護等」という。）を提供することを目的とする。 

 

第２条 (運営の方針) 

事業所は利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえて、個別の認

知症対応型共同生活介護計画に基づき、介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を行

い、利用者がその有する能力に応じ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、住み慣れ

た環境での生活の継続を支援するものとする。 

２ 利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下

で日常生活を送れることができるよう配慮する。 

３ 介護従事者は懇切丁寧を旨とし、利用者又は家族に対し、サービスの提供方法について

理解しやすいように説明を行うものとする。 

４ 家族との結びつきを大切にし、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を

行う等の地域との交流に努め市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、地域

の保健、医療、福祉サービスとの密な連携に努めるものとする。 

５ 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、それらの結果

を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

 

第３条 (事業所の名称等) 

事業を行う施設の名称及び所在地は、次の通りとする。 

１ 名 称 グループホーム横浜汲沢・彩り 

２ 所在地 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町５００－３ 

 

 

 

 

 

 



 2 

第４条 (職員の職種、員数、及び職務内容) 

事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。 

１ 管理者：常勤  1 名 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従

業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。 

２ 計画作成担当者：常勤  ２名（ユニットごとに 1名配置） 

計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画又は介護予防認知症対応型共同生活

介護計画（以下、「認知症対応型共同生活介護計画等」という。）の作成等を行うとともに計

画に沿った介護を提供する。 

３ 介護職員 

 ユニット１：３名以上(夜間は１名以上) 

 ユニット２：３名以上(夜間は１名以上) 

介護職員は、計画作成担当者の認知症対応型共同生活介護計画等に基づき、認知症対応型

共同生活介護等の業務に当たる。 

 

第５条 (入居定員) 

事業所の利用定員はつぎのとおりとする 

１８名(１階ユニット 9名 ２階ユニット 9名) 

 

第６条 （サービスの内容） 

事業所は利用者に対し認知症対応型共同生活介護計画等に基づき次のサービスを提供す

るものとする。 

 (1) 家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日

常生活上の世話又は支援及び機能訓練を行う。 

 (2) 介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることがで

きるよう、利用者の心身の状況を踏まえて妥当適切に行い、利用者一人一人の人格を

尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることが

できるよう配慮して行う。 また、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と

日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行う。 

 

第７条 （介護予防）短期利用認知症対応型共同生活介護 

当事業所は、各共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室や短期利用者専用の居室

等を利用し、短期間の指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同

生活介護（以下「短期利用認知症対応型共同生活介護等」という。）を提供する。 

(1) 定員は共同生活住居につき 1名とする。 

(2) 利用は、あらかじめ 30日以内の利用期間を定めるものとする。 
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(3)  短期利用認知症対応型共同生活介護等の利用に当たっては、利用者を担当する居

宅介護支援専門員又は介護予防支援事業所の担当職員が作成する居宅サービス計画又は介

護予防サービス・支援計画の内容に沿い、当事業所の計画作成担当者が認知症対応型共同生

活介護計画等を作成することとし、当該認知症対応型共同生活介護計画等に従いサービス

を提供する入居者が入院のため、長期にわたり不在となる場合、入居者ないし家族の同意を

得て、短期利用認知症対応型共同生活介護等の居室を利用することができる。なお、この期

間の家賃などの経費については入居者ではなく短期利用認知症対応型共同生活介護等の利

用者が負担するものとする。 

 

第８条 (利用料その他費用の額) 

サービスを提供した場合の利用料の額は介護報酬告示上の額とし、法定代理受領サービ

スであるときは、その 1割、2割又は 3割の額とする。その他の費用については下記に記載

する。認知症対応型共同生活介護等及び短期利用認知症対応型共同生活介護等の料金表の

詳細は別紙による。 

２ その他の費用 

 (1) 食事代（１月あたり）33,000 円 

(１食あたり) 朝食 200 円、昼食 400 円、おやつ代 100 円、夕食 400 円 

 (2) 家賃    (１月あたり)55,000 円 (１日あたり)1,833 円 

 (3) 共益費  (１月あたり)19,400 円 (１日あたり)  646 円 

 (4) 光熱水費(１月あたり)16,100 円 (１日あたり)  536 円 

 (5) おむつ、パット代   実費 

 (6) 理美容代 実費 

 (7) 教養娯楽費 日常生活用品 実費 

３ 前項の費用の支払いを受ける場合には、事前に利用者又はその家族に対して当該サー

ビスの内容及び費用について文書で説明した上で支払いに同意する旨の文書に署名（記

名押印）を受ける。 

４ 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料（個別の費用ごとの区分）

について記載した領収書を交付する。 

 

第９条 (入退居にあたっての留意事項) 

 入居にあたって留意すべき事項は次のとおりとする。 

 (1) 認知症対応型共同生活介護等は、要介護者又は要支援２の者であって認知症である

もののうち、共同生活の秩序を保ち、少人数による共同生活を営むことに支障がない

者に提供する。 

 (2) 事業所は、入居に際しては、主治の医師の診断書等により、利用者が認知症である

ことを確認することとし、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努める。 
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 (3) 入居申込者が入院治療を要する者であること等、サービス提供が困難であると認め

た場合は、適切な他の認知症対応型共同生活介護事業者又は他の介護予防認知症対応

型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を

速やかに講じる。 

 

２ 退居にあたって留意すべき事項は次のとおりとする。 

(1)  利用者の状況により、前項第１号の内容に該当しなくなった場合は退居していただ

くことがある。 

(2)  事業所は、利用者の退居にあたっては、適切な他の認知症対応型共同生活介護事業

者又は他の介護予防認知症対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療

所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じる。 

(3) 利用者の介護度が要支援１又は自立と認定された時、利用者、利用者代理人、事業者

が契約を解除予告し予告期間が満了した時、利用者が他の介護療養施設等に入所が決

まり、その施設の受入が可能となった時、短期利用認知症対応型共同生活介護等の利

用者の入退居に際しては、利用者を担当する居宅介護支援専門員と連携を図り決定す

る。 

 

第１０条 （事故発生時の対応） 

事業所は、利用者に対する認知症対応型共同生活介護等の提供により事故が発生した場 

合は、速やかに市町村、利用者家族等に連絡を行うとともに、事故の原因を解明し再発生を

防ぐための対策を講じるものとする。また、事故の状況及び事故に際して採った措置につい

て記録する。 

２ 事業所は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速

やかに損害賠償を行う。 

３ 事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償保険に加入する。 

 

第１１条 （緊急時の対応） 

事業者はサービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速や

かに主治の医師又は事業所が定めた協力（歯科）医療機関に連絡し、受診する等の必要な措

置を講ずるとともに、利用者家族に報告しなければならない。 

当事業所は、下記施設と連携を行っている。 

（１）戸塚共立第 1病院     神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 116  

（２）戸塚共立第 2病院     神奈川県横浜市戸塚区吉田町 579-1 

（３）ヒューマンライフケア横浜 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 1800-3 

（４）アーク歯科クリニック   神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 120-9 
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第１２条 (非常災害対策) 

事業所は非常災害に関する具体的な計画を立てておくとともに、非常災害(火災・風水害・

地震等)に備えるため定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。非常災害時

には避難等の指揮を執る。＊１年に２回の訓練を基本とする。 

 

１ 事業継続計画(BCP)について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、介護保険サービスの提供を継続的に実施す

るための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）

策定し当該業務継続計画に従って必要な措置を講じる。 

（２）職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を 

定期的に実施。  

（３）定期的(年に 1回程度)に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続 

計画の変更。 

２ 大規模災害時のサービスの継続可否について 

感染症の発生や大規模な自然災害（台風、大雨，洪水等）や、交通災害（道路の破損、工

事等）が発生した場合、職員が不足し通常運営ができなくなる可能性があった場合など、

有事の際の対応は当該事業継続計画(BCP)に従って必要な措置を講じる。 

 

第１３条 （感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から委員会の開催、指針

の整備、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等取り組む。 

 

第１４条 （身体的拘束等の適正化に向けた取組み） 

事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」とい

う。) を行ってはならない。  

２ 事業所は、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由（以下「身体的拘束等の態様等」という。) 

を記録しなければならない。  

３ 事業所は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的

拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説

明をすることが困難な場合はこの限りでない。  

４ 事業所は、前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的

拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しな

ければならない。  
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５ 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。  

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果に

ついて、介護事業者その他の従業者に周知徹底を図ること。  

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

 (3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。  

 

第１５条 （虐待の防止）  

事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるよう

努めるものとする。  

 (1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、従業者に周知徹底を図る。  

 (2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。  

 (3) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。  

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

＊担当者については原則施設管理者が行うものとする。 

(5) 万が一虐待や疑われる行為が発覚した場合は、施設のフローチャートに則って対応

を行う。 

 

第１６条 （ハラスメント対策） 

介護サービス事業者のハラスメント対策を強化する観点から、「利用者の人権の擁護、虐

待の防止」、「男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策」に取り組む。事業者としてハ

ラスメント防止を従業員に啓発していくため、指針の整備、研修の実施等に取り組んでいく。

従業員から利用者、家族等に対してのハラスメント、利用者、家族等から従業員に対しての

カスタマーハラスメントと判断する事案があった際は、事業所で委員会の実施、必要に応じ

て行政機関などへの報告を行いながら対応する。 

＊ハラスメント相談窓口は施設管理者及び常勤勤務者が対応するものとする。 

 

第１７条 （退居時の対応） 

 退居の際には、利用者及び家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性

に配慮し、退居に必要な指導、援助を行うこととする。 

 

第１８条 （苦情処理） 

 事業所は利用者からの相談又は苦情に対する窓口を設置する。計画作成担当者を担当と
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し、管理者への報告、苦情に対する早期の改善、是正措置を構ずる配慮を行う。苦情があっ

た場合は、苦情の内容を認識し管理者へ報告する。管理者は担当者及び他の職員を加え、苦

情処理に向けた検討会議を行い会議の結果を基に管理者は具体的な対応策を指示する。 

 

第１９条 （守秘義務等） 

 従業員は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に

漏らすことはありません。また、従業員が退職した後、在職中に知り得た利用者及びその家

族の個人情報を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。 

 

第２０条 （その他運営に関する事項) 

事業所は職員の質的向上を図るため、介護福祉士・介護支援専門員等の外部講習会に積極

的に職員を参加させ、業務体制を整備する。また施設内においても定期的な研修会を開催及

び、新規採用時の研修会を行うことで職員の介護技術の向上に努める。 

(1) 採用時研修 採用後 1か月以内 

(2) 継続研修 年 10 回 

２ 事業所において提供されるサービスの質について各都道府県の定める基準に基づき、

自ら評価を行い、各都道府県が選定した評価機関の実施するサービス評価(以下「外部評価」

という。)を受け、その評価結果を踏まえて統括的な評価を行う。 

３ この規程に定める事項以外、運営に関する重要事項等は(株)横浜メディカルケアと事

業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

付 則 

      この規程は平成 19年１2月１日から施行する。 

   この規程は平成 20年１月１日から施行する。  

   この規程は平成 25年１0月１日から施行する。 

   この規程は平成 29年 8 月１日から施行する。  

   この規程は令和元年 12月１日から施行する。  

   この規程は令和 2年 12月１日から施行する。 

   この規程は令和 5年 9月 1日から施工する。 

      この規程は令和 6年 4月 1日から施行する。 

この規程は令和 7年 9月 1日から施行する。 

この規程は令和 8年 1月 1日から施行する。 

この規程は令和 8年 3月 1日から施行する。 

 

 


